
吸収合併に係る事前開示書面

２０２０年２月２７日

株式会社 中 電 工



2020年 2月 27日

（吸収合併存続会社）  

広島県広島市中区小網町 6番 12号
株式会社中電工

代表取締役社長 迫谷 章

吸収合併に係る事前開示書面

 当社は、2020年 2月 26日付でＳＣＣ株式会社（以下、「ＳＣＣ」）との間で締結した合併契約に基づ
き、2020年 3月 31日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ＳＣＣを吸収合併消滅会社とす
る吸収合併（以下、「本合併」）を行うことを予定しております。

 本合併に関し、会社法第 794条第 1項および会社法施行規則第 191条の定めに従い、下記の通り開
示いたします。

 なお、ＳＣＣは 2020年 2月 3日付でホライズン１株式会社から商号変更しております。

１．吸収合併契約

別紙１のとおりです。

２．対価の相当性および割当ての相当性

 当社は、吸収合併消滅会社であるＳＣＣの発行済株式全部を所有しているため、本合併に際して

は株式の発行および金銭等の交付は行いません。また、当社の資本金および準備金は増加しません。

３．新株予約権の承継に関する相当性

 吸収合併消滅会社であるＳＣＣは、新株予約権を発行していません。

４．計算書類等に関する事項

 吸収合併消滅会社であるＳＣＣの最終事業年度（2018年 4月 1日～2019年 3月 31日）に係る
計算書類等は別紙２のとおりです。

５．重要な後発事象に関する事項

 最終事業年度（2018年 4月 1日～2019年 3月 31日）の末日後に発生した重要な財産の処分、
重大な債務の負担その他会社の財産の状況に重大な影響を与える事象につきましては、別紙３に記

載のとおりです。

 吸収合併消滅会社であるＳＣＣにつきましては、該当事項はありません。

６．債務の履行の見込みに関する事項

吸収合消滅続会社であるＳＣＣは当社の完全子会社であり、事実上、当社と財務上の一体関係に

ありますので、本合併後の債務の履行につきましては、当社の資産内容、収益状況およびキャッシ

ュフローの状況に鑑みて、履行の確実性に問題はないものと判断しております。

以 上
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〔別紙２〕













〔別紙３〕

吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に発生した会社財産の状況に重要な影響を

与える事象

１．取得による企業結合

当社は、2019年 12月 25日開催の取締役会においてホライズン１株式会社（本社：東京
都港区、以下「Ｈ１社」という。）の株式を取得して子会社化することを決議し、同日付で

株式譲渡契約を締結、2020年 2月 3日付でＨ１社の株式を取得した。
本件株式取得により、Ｈ１社の子会社である株式会社昭和コーポレーション（本社：東京都

港区、以下「ＳＣ社」という。）が当社の孫会社となった。

２．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業内容

①

被取得企業の名称 ホライズン１株式会社

事業の内容
投資業、投資事業組合財産の運営、貸金業、経営コンサル

タント業

②

被取得企業の子会社の名称 株式会社昭和コーポレーション

事業の内容
熱絶縁工事の設計・施工・監理、断熱配管支持金具の製造・

販売等

 （２）企業結合を行った主な理由

Ｈ1社は、ニューホライズンキャピタル株式会社が管理・運営するニューホライズン 3号

投資事業有限責任組合の特別目的会社で、本件株式取得ではＨ1社の子会社化によりＨ1社

子会社のＳＣ社をグループ化した。 

ＳＣ社は、独立系企業として 60 年以上にわたり、建築設備、化学・薬品、公害対策、電

力などの設備の熱絶縁工事等の設計・施工・監理（エンジニアリング部門）と、断熱配管支

持金具等の製造・販売（製造販売部門）を事業の柱として、業界大手の一角を担ってきた。 

ＳＣ社が当社グループに加わることにより、当社が営業基盤の拡充に取り組んでいる各都市

圏での工事施工や営業活動における連携・補完が可能となり、当社グループの更なる発展が

図れるものと判断し、株式取得を決定した。 

今後、両社がそれぞれの強みを活かし協業することにより、より付加価値の高いトータル

サービスの提供に繋がるものと考えている。

 （３）企業結合日

 2020年 2月 3日

 （４）企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得



 （５）結合後企業の名称

Ｈ１社のみＳＣＣに変更

 （６）取得した議決権比率

 100％

 （７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるもの。 

以  上


